
                              議案第２６号  

 

       鹿 沼 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て        

 

 次のように改める。 

  令和８年２月１６日提出 

                    鹿沼市長 松 井 正 一      

 

 

 

 

 

   鹿沼市手数料条例の一部を改正する条例 

 鹿沼市手数料条例（昭和４８年鹿沼市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の５４の部中「第１３７条の１２第６項」を「第１３７条の１２第１１

項」に改め、同表５５の部中「第１３７条の１２第７項」を「第１３７条の１２第

１２項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


